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ガス温水機器及び石油温水機器の対象範囲について（案） 

I．  ガス温水機器 

１．  対象範囲の設定の考え方 

本判断の基準等が適用される対象範囲は、ガスを燃料とする家庭用ガス温水

機器すべての製品のうち、平成２３年３月２２日に策定された「家庭用ガス・

石油温水機器のモード効率測定法」（JIS S 2075：2011）」において規定される

標準使用モードを用いた効率の測定が可能なガス瞬間湯沸器、ガスふろがまと

する。 

次に、「特定機器に係る性能向上に関する製造事業者等の判断基準の策定・

改定に関する基本的考え方について」（第１０回総合資源エネルギー調査会省

エネルギー基準部会（平成１９年６月１８日改定））の原則１に基づき、対象

範囲を設定することとする。 

 

「特定機器に係る性能向上に関する製造事業者等の判断基準の策定・改定に関す

る基本的な考え方について」～抜粋～ 

対象範囲の考え方について 

原則１．対象範囲は、一般的な構造、用途、使用形態を勘案して定めるものとし、

①特殊な用途に使用される機種、②技術的な測定方法、評価方法が確立

していない機種であり、目標基準値を定めること自体が困難である機

種、③市場での使用割合が極度に小さい機種は、原則として対象範囲か

ら除外する。 

 

なお、現行基準で対象となっているガス暖房機器については、暖房負荷等の

試験条件の検討に時間を要しており、標準使用モードを用いた効率の測定方法

が定まっていないため、新たな測定方法の JIS の策定を待ち、今回は見直しの

対象外とする。 
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２．  対象範囲のうち、適用除外とする機器について 

（１）  現行基準から引き続き対象範囲の除外とする機種 

以下の機種については、基準年度（平成２１年度）における出荷台数が極度

に小さく、原則１の「③市場での使用割合が極度に小さい機種」であることか

ら、引き続き対象範囲から除外する。 

 

①  都市ガスのうち１３Ａガスグループに属するもの及び液化石油ガス以外のガ

スを燃料とするもの 

表１に示すように、出荷台数が減少傾向にあり、市場での使用割合が極度に

小さいことから、引き続き対象範囲から除外する。なお、都市ガスについては、

昭和４７年より都市ガス事業者が供給するガスの天然ガス（１３Ａ）への転換

が進められており、現在大部分のガスが天然ガス（１３Ａ）に転換されている

ことから、今後製品の生産は増加することは予想できない。 

表１ 都市ガスのうち１３Ａガスグループに属するもの及び液化石油ガス以外の

ガスを燃料とするものの出荷台数 

   平 成 １９年 度  平 成 ２１年 度  平 成 ２７年 度  
出 荷 台 数 （台 ） ４１，５９１ ２，７５９ ０ 

ガス温水機器の総出荷台数（平成２１年度）：３０７万台  

当該機器の出荷台数比率（平成２１年度）： ０．０９％  

出典：一般社団法人日本ガス石油機器工業会統計  

 

②  貯蔵式湯沸器 

貯蔵式湯沸器は、貯湯部が密閉されているか否かによって、ガス貯湯湯沸器

（図１）とガス常圧貯蔵湯沸器（図２）に分かれているが、表２に示すように、

いずれも出荷台数が減少傾向にあり、市場での使用割合が極度に小さいことか

ら、引き続き対象範囲から除外する。 

表２ ガス貯湯湯沸器とガス常圧貯蔵湯沸器の出荷台数 

出 荷 台 数 （台 ） 平 成 １２年 度  平 成 ２１年 度  平 成 ２７年 度  
ガス貯 湯 湯 沸 器 （図 １） 約 １，３００ １３３ ９８ 

ガス常 圧 貯 蔵 湯 沸 器 （図 ２） 約 ３，３００ ９６２ ８９２ 
合  計  約 ４，６００ １，０９５ ９９０ 

ガス温水機器の総出荷台数（平成２１年度）：３０７万台  

貯蔵式湯沸器の出荷台数比率（平成２１年度）：０．０３％  

出典：一般社団法人日本ガス石油機器工業会統計  
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図１ ガス貯湯湯沸器         図２ ガス常圧貯蔵湯沸器 

 

 

③  浴室内に設置するガスふろがまであって、不完全燃焼を防止する機能を有す

るもの 

浴室内に設置するガスふろがまであって、不完全燃焼を防止する機能を有す

るものは、通気方式及び給排気方式の相違により、自然通気・半密閉式ガスふ

ろがま（図３）と強制燃焼・強制循環・密閉式ガスふろがま（給湯付）（図４）

に分かれている。平成２７年度の出荷台数は５，３０２台であり、市場での使

用割合が極度に小さいことから、引き続き対象範囲から除外する。 

 

図３ 自然通気・半密閉式ガスふろがま  図４ 強制燃焼・強制循環・密閉式ガ

スふろがま（給湯付） 
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④  給排気口にダクトを接続する構造の密閉式ガスふろがま 

給排気口にダクトを接続する構造の密閉式ガスふろがま（図５）は、表３に

示すとおり、出荷台数が減少傾向にあり、市場での使用割合が極度に小さいこ

とから、引き続き対象範囲から除外する。 

表３ 給排気口にダクトを接続する構造の密閉式ガスふろがまの出荷台数 

 平 成 １２年 度  平 成 ２１年 度  平 成 ２７年 度  
出 荷 台 数 （台 ） 約 １，７００ １，０６３ ０ 

ガス温水機器の総出荷台数（平成２１年度）：３０７万台  

当該機器の出荷台数比率（平成２１年度）：０．０３％  

出典：一般社団法人日本ガス石油機器工業会統計  

 

図５ 給排気口にダクトを接続する構造の密閉式ガスふろがま 

 

（※）給排気口に接続するダクトとは、集合住宅の内部に最下階から屋上に向って燃焼排気ガ

スを排出するダクトであり、下部から給気して頂部から排気する方式のＳＥダクト（図

６）及び頂部から給気し下部を経由してから再び頂部へＵターンして排気する方式のＵ

ダクト（図７）がある。  

図６ ＳＥダクト             図７ Ｕダクト 

 

  



5 

 

（２）  新たに対象範囲の除外とする機種 

ガス瞬間湯沸器およびガス給湯付ふろがまのうち、以下の①～⑥の機種につ

いては、基準年度（平成２１年度）における出荷台数が、表４のとおり、平成

１２年度の出荷台数と比べると多くが大幅な減少傾向にあり、原則１の「③市

場での使用割合が極度に小さい機種」であることから、新たに対象範囲から除

外する。 

 

①ガス瞬間湯沸器のうち、通気方式が自然通気式で給排気方式が開放式以外の

機種（現行区分 B） 

②ガス給湯付ふろがまのうち、通気方式が自然通気式かつ循環方式が自然循環

式で、給排気方式が半密閉式又は密閉式（給排気部が外壁を貫通する位置が

半密閉式と同程度の高さのもの）の機種（現行区分 J） 

③ガス給湯付ふろがまのうち、通気方式が自然通気式かつ循環方式が自然循環

式で、給排気方式が密閉式の機種（現行区分 K） 

④ガス給湯付ふろがまのうち、通気方式が自然通気式かつ循環方式が自然循環

式で、給排気方式が屋外式の機種（現行区分 L） 

⑤ガス給湯付ふろがまのうち、通気方式が強制通気式で循環方式が自然循環式

の機種（現行区分 M） 

⑥ガス給湯付ふろがまのうち、通気方式が強制通気式かつ循環方式が強制循環

式で、給排気方式が屋外式以外の機種（現行区分 N） 

 

表４ 原則１の「③市場での使用割合が極度に小さい機種」であることから   

新たに適用範囲から除外する機種の出荷台数 

 現行区分 
出 荷 台 数  出 荷 台 数 比 率  

平 成 １２年 度  平 成 ２１年 度  平 成 ２７年 度  平 成 ２１年 度  

① B １３，２８０ １２３ ０ ０．００４％ 

② J ４０，６７０ １１，３８９ １，３９２ ０．４％ 

③ K ２６１，６９９ １０１，９４９ ５８，３５７ ３．５％ 

④ L ３，５３６ １１５ ０ ０．００４％ 

⑤ M ３３，５９６ ３，３７４ １，３５０ ０．１％ 

⑥ N ９０，２５７ ２６，５９１ ２２，６１５ ０．９％ 

 

注）ガス温水機器の総出荷台数（平成２１年度）：３０７万台  

出典）一般社団法人日本ガス石油機器工業会統計  

 

また、ガスふろがまのうち、以下の⑦～⑪の機種については、以下の２点の

理由より原則１の「①特殊な用途に使用される機種」及び「③市場での使用割
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合が極度に小さい機種」であることから、新たに対象範囲から除外する。 

 過去には戸建て住宅において、給湯用と浴用のガス温水機器を別個設置するこ

ともあったが、現在では給湯用機器で浴槽への給湯や湯沸かしを担うことが一

般的である。現在では、湯沸専用の機器を新規に設置することはなく、既設機

器への取替え需要のみに対応して製造されている製品となっており、特殊な用

途に使用される機種であるため。  

 表５のとおり、基準年度（平成２１年度）における出荷台数は、平成１２年度

の出荷台数と比べると多くが大幅な減少傾向にあり、市場での使用割合が極度

に小さい機種であるため。  

 

⑦通気方式が自然通気式かつ循環方式が自然循環式で、給排気方式が半密閉式

又は密閉式（給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さのも

の）の機種（現行区分 E） 

⑧通気方式が自然通気式かつ循環方式が自然循環式で、給排気方式が密閉式

（給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さのもの以外）の

機種（現行区分 F） 

⑨通気方式が自然通気式かつ循環方式が自然循環式で、給排気方式が屋外式の

機種（現行区分 G） 

⑩通気方式が強制通気式で循環方式が自然循環式の機種（現行区分 H） 

⑪通気方式が強制通気式で循環方式が強制循環式の機種（現行区分 I） 

 

表５ 原則１の「①特殊な用途に使用される機種」「③市場での使用割合が極度に

小さい機種」であることから新たに適用範囲から除外する機種の出荷台数 

 現行区分 
出 荷 台 数 （台 ） 出 荷 台 数 比 率  

平 成 １２年 度  平 成 ２１年 度  平 成 ２７年 度  平 成 ２１年 度  

⑦ E ７９，３９６ ８，９１８ ５，４１３ ０．３％ 

⑧ F ６７，４０９ １０，３５７ ６，６８２ ０．３％ 

⑨ G ４９，４３３ ３５，６８３ ３４，３７８ １．２％ 

⑩ H ２２，４７０ ４７０ ８２ ０．０２％ 

⑪ I ９，７２０ １５，２１１ １０，３４９ ０．５％ 

 

注）ガス温水機器の総出荷台数（平成２１年度）：３０７万台  

出典）一般社団法人日本ガス石油機器工業会統計  

  



7 

 

II．  石油温水機器 

１．  対象範囲の設定の考え方 

本判断の基準等が適用される対象範囲は、石油を燃料とする家庭用の石油温

水機器すべての製品のうち、平成２３年３月２２日に策定された「家庭用ガ

ス・石油温水機器のモード効率測定法（JIS S 2075：2011）」において規定さ

れる標準使用モードを用いた効率の測定が可能な製品とする。 

次に、「特定機器に係る性能向上に関する製造事業者等の判断基準の策定・

改定に関する基本的考え方について」（第１０回総合資源エネルギー調査会省

エネルギー基準部会（平成１９年６月１８日改定））の原則１に基づき、対象

範囲を設定することとする。 

 

「特定機器に係る性能向上に関する製造事業者等の判断基準の策定・改定に関す

る基本的な考え方について」～抜粋～ 

対象範囲の考え方について 

原則１．対象範囲は、一般的な構造、用途、使用形態を勘案して定めるものとし、

①特殊な用途に使用される機種、②技術的な測定方法、評価方法が確立

していない機種であり、目標基準値を定めること自体が困難である機

種、③市場での使用割合が極度に小さい機種は、原則として対象範囲か

ら除外する。 

 

なお、現行基準で対象となっている暖房用のものについては、標準使用モー

ドを用いた効率の測定方法が定まっていないため、新たな JIS の策定を待ち、

今回は見直しの対象外とする。 

２．  対象範囲のうち、適用除外とする機器について 

（１）  現行基準から引き続き対象範囲の除外とする機種 

①  バーナー付きふろがま（ポット式バーナーを組み込んだものに限る。）（ポッ

ト式石油ふろがま） 

バーナー付きふろがまは、主に築年数が長いアパートや個人住宅に使用され

ているが、表６に示すとおり出荷台数が減少傾向にあり、市場への出荷割合が

極度に小さく、原則１の「③市場での使用割合が極度に小さい機種」であるこ

とから、引き続き対象範囲から除外する。 
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表６ バーナー付きふろがまの出荷台数 

 平 成 １２年 度  平 成 ２１年 度  平 成 ２７年 度  
出 荷 台 数 （台 ） 約 ７，４００ ２，８００ ０ 

石油温水機器の総出荷台数（平成２１年度）：３８６千台  

当該機器の出荷台数比率（平成２１年度）：０．７３％  

出典：一般社団法人日本ガス石油機器工業会統計  

 

図８ バーナー付きふろがま 

 

②  薪材を燃焼される構造を有するもの（薪だき兼用型石油ふろがま） 

主に築年数が長い戸建住宅で使用されているが、エネルギー消費効率の測定

方法を定める JIS 規格が確立しておらず、原則１の②「技術的な測定方法、評

価方法が確立していない機種であり、目標基準値を定めること自体が困難であ

る機種」であることから、引き続き対象範囲から除外する。 

（２）  新たに対象範囲の除外とする機種 

給湯用のもののうち加熱形態が貯湯式であって急速加熱形以外の機種（現行

区分 C）については、表７に示すとおり、基準年度（平成２１年度）において

製造されておらず、原則１の「③市場での使用割合が極度に小さい機種」であ

ることから新たに対象範囲から除外する。 
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表７ 給湯用のもののうち加熱形態が貯湯式であって急速加熱形以外の 

石油温水機器の出荷台数 

 平 成 １２年 度  平 成 ２１年 度  平 成 ２７年 度  
出 荷 台 数 （台 ） １６，８５３ ０ ０ 

石油温水機器の総出荷台数（平成２１年度）：３８６千台  

当該機器の出荷台数比率（平成２１年度）：０％  

出典：一般社団法人日本ガス石油機器工業会統計  

 

浴用のものについては、加熱形態が伝熱筒1ありの機種（現行区分 J）、伝熱

筒なしの機種（現行区分 K）の両方とも、以下の２点の理由より、原則１の「①

特殊な用途に使用される機種」及び「③市場での使用割合が極度に小さい機種」

であることから、新たに対象範囲から除外する。 

 過去には戸建て住宅において、給湯用と浴用の石油温水機器を別個設置するこ

ともあったが、現在では給湯用機器で浴槽への給湯や湯沸かしを担うことが一

般的である。現在では、浴用専用の機器を新規に設置することはなく、既設機

器への取替需要のみに対応して製造されている製品となっており、特殊な用途

に使用される機種であるため。  

 表８のとおり、基準年度（平成２１年度）における出荷台数は、平成１２年度

の出荷台数と比べると多くが大幅な減少傾向にあり市場での使用割合が極度

に小さい機種であるため。  

 

表８ 浴用の石油温水機器の出荷台数 

 
出 荷 台 数 （台 ） 

出 荷 台 数 比
率  

加 熱 形 態  平 成 １２年 度  平 成 ２１年 度  平 成 ２７年 度  平 成 ２１年 度  
伝 熱 筒 あり 

４１，０２７ 
５，５６３ ３，６１８ １．５％ 

伝 熱 筒 なし  １６，３５２ １２，０７３ ４．５％ 
石油温水機器の総出荷台数（平成２１年度）：３８６千台  

出典：一般社団法人日本ガス石油機器工業会統計  

（３）  新たに対象範囲とする機種 

０．１ＭＰａ超０．２ＭＰａ以下で伝熱面積が２㎡以下の温水ボイラーにつ

いては、 

表９に示すとおり出荷台数が少なかったことから適用除外となっていたが、

平成１２年度（前回基準策定時における基準年度）に比べ出荷台数が４倍弱に

大幅に増え、市場での使用割合が極度に小さいとはいえないことから、新たに

対象範囲とする（現行区分 B に含まれることとなる）。 

                             
1 貯湯部を貫通する煙道。 



10 

 

 

表９ ０．１ＭＰａ超０．２ＭＰａ以下で伝熱面積が２㎡以下の温水ボイラーの 

出荷台数 

 平 成 １２年 度  平 成 ２１年 度  平 成 ２７年 度  
出 荷 台 数 （台 ） ２，６７６ １０，００３ １１，９９０ 

石油温水機器の総出荷台数（平成２１年度）：３８６千台  

当該機器の出荷台数比率：２．５９％  

出典：一般社団法人日本ガス石油機器工業会統計  


